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議案第４１号 

小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

  市長の附属機関として橘地域認定こども園整備事業者選定委員会を設置するため

改正する。 

［内  容］ 

市長の附属機関として次の委員会を設置することとする。（別表関係） 

名  称 設  置  目  的 委員の数 

橘地域認定こども

園整備事業者選定

委員会 

橘地域認定こども園整備事業に係る設計、施工 

等の業務を行う事業者の選定に関する事項につ

き、市長の諮問に応じて審査し、その結果を報 

告し、及び必要と認める事項について意見を具 

申すること。 

９人以内 

［適  用］ 

公布の日 
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議案第４２号 

小田原市市税条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   地方税法施行規則が一部改正され、特定小型原動機付自転車に対する軽自動車税

の種別割の標準税率に係る所要の整備が行われることに伴い、これに応じた措置を

講ずるため改正する。 

 ［内  容］ 

道路運送車両の保安基準等の一部改正により新設される特定小型原動機付自転車

に該当する電動キックボード等に対する軽自動車税の種別割の税率を、年額

２，０００円とするための所要の規定の整備を行うこととする。（第２６条関係） 

［適  用］ 

  令和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用 
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議案第４３号 

小田原市印鑑条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律が一部

改正され、公的個人認証に係る移動端末設備用の電子証明書等の利用が開始される

ことに伴う所要の整備を行うため改正する。 

 ［内  容］ 

印鑑登録証明書の交付申請は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録さ 

れているスマートフォン等の移動端末設備を使用して行うことができることとする。

（第１６条関係） 

［適  用］ 

  公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で定める日 



- 4 - 

議案第４４号 

小田原市火災予防条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条

例の制定に関する基準を定める省令が一部改正され、電気自動車等の充電のための

急速充電設備に係る設置要件の緩和が図られることに伴い、これに応じた措置を講

ずる等のため改正する。 

［内  容］ 

 １ 電気自動車等の充電のための急速充電設備に係る設置要件の緩和等（第１１条

の２関係） 

(1) 急速充電設備の対象範囲の変更 

急速充電設備の対象となる要件を次のとおり変更することとする。 

区  分 改  正  後 改  正  前 

充電の対象 電気を動力源とする自動車、

原動機付自転車、船舶、航空

機その他これらに類するもの 

電気を動力源とする自動車又

は原動機付自転車 

設備の形式 コネクター型 － 

設備の規模 上限なし 

（全出力２０キロワット以下

のものを除く。） 

全出力２００キロワット以下

（全出力２０キロワット以下

のものを除く。） 

(2) 位置、構造及び管理の基準の整備 

    (1)による急速充電設備の対象範囲の変更に伴い、急速充電設備に係る位置、

構造及び管理の基準を整備することとする。 

 ２ 防火対象物内における喫煙所等の標識の見直し（第２３条及び別表第７関係） 

防火対象物内における禁煙、火気厳禁及び喫煙所に係る図記号による標識は、

国際標準化機構が定めた規格又は日本産業規格に適合するもの（従前は、条例で

定める図記号）によることとする。ただし、健康増進法に規定する喫煙専用室標

識を設ける場合については、同法の規定によることとする。 

［適  用］ 
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  １ 急速充電設備に係る設置要件の緩和等 

    令和 ５ 年１０月 １ 日 

  ２ 上記以外 

    公布の日 
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議案第４５号 

財産の取得について 

 

１ 品 名  高規格救急自動車 

２ 主 要 諸 元 

区  分 内   容  

駆動方式 四輪駆動（４ＷＤ）  

車両寸法         

全   長  ５，６６０㎜  

全   幅  １，８９５㎜  

全   高  ２，４９０㎜  

総排気量 ２，６９３㏄  

乗車定員 ７名  

主な装備・積載品 

メインストレッチャー  

ルーフ側面作業灯  

消火器  

ドライブレコーダー  

カーナビゲーションシステム  

後方視界モニター  

レスキューセット  

温度計・湿度計  
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入  札  調  書 

 

件  名 ： 高規格救急自動車 

開札日時 ： 令和 ５ 年 ５ 月 ９ 日 午後 １ 時１０分   

 

入 札 者 名 第１回入札 第２回入札 摘  要 

神奈川トヨタ自動車株式会社 20,680,000  落  札 

株 式 会 社 イ ノ メ デ ィ ッ ク ス －  辞  退 

株 式 会 社 ベ ル リ ン グ －  辞  退 

日 本 船 舶 薬 品 株 式 会 社 －  不  着 

株 式 会 社 赤 尾 －  不  着 

 

 

契約金額（税込み）20,680,000 円 

予定価格（税込み）24,157,000 円 

入札書記載金額には、取引に係る消費税額、地方消費税額及び自動車重量税額が含

まれている。 



 


